
点検実施 令和６年１１月

 

１　施設の概要

①

［小分類］

③

④

⑤

２　施設の設置目的と達成状況

［法令名］

② 設置条例 ［条例名］

３ 施設の管理運営形態と利用状態

①

②

③

利用状況指標 利用者数

令和３年度 8,205人

令和４年度 7,346人

令和５年度 244人 休館(5月から）

⑤

福祉・保健センター

担当課名 高齢者福祉課

開設年月日 昭和50年10月

所在地 岡山市北区建部町建部上564

施設規模

 敷地面積（㎡） 2,702.00㎡

 構造／延床面積（㎡） 鉄骨コンクリート造　平屋建／380.03㎡

 建設費（単位：千円）

 施設内容
大広間５０畳、和室８畳（１）、娯楽室８畳
（１）、図書室、厨房、事務室

④ 施設で実現すべき市民ニーズ・事業
高齢化が進む地域において、高齢者の健康の維持や気
軽に集い交流をする場の確保

⑤ 設置目的等の達成状況 下記利用実績による

施設名称 岡山市建部町老人福祉センター

② 施設種別
社会福祉施設

⑥

① 根拠法令
あり

老人福祉法　第１５条

岡山市建部町老人福祉センター条例

③ 条例に規定された設置目的

老人福祉法の規定に基づき、地域の高齢者の各種相談
に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及びレク
リエーションのための便宜を総合的に供与し、高齢者
に健康で明るい生活を営ませることを目的として設
置。

72,851千円

公の施設の点検結果票

④ 利用状況

主な利用者 地元住民

⑥ 修繕見込み等（ライフサイクルコスト） 令和５年度に耐震改修工事及び大規模修繕実施済。

現在の管理運営形態 指定管理者(公募）

開館日 火～日（敬老の日を除く祝日、敬老の日の翌日及び年末年始除く）

開館時間 8時30分～17時15分



４－１ 管理運営に係る収支【岡山市】 （単位：千円）

令和６年度 令和５年度 令和４年度

〔予算〕 〔決算〕 〔決算〕

101 0 196 98

0 0 0 0

0 0 0 0

1 1 1 1

102 1 197 99

0 0 0 0

5,133 3,234 7,182 5,208

0 0 0 0

5,133 3,234 7,182 5,208

204 0 0 0

0 0 0 0

0 165,924 6,802 86,363

204 165,924 6,802 86,363

5,337 169,158 13,984 91,571

-5,235 -169,157 -13,787 -91,472

４－２ 管理運営に係る収支【指定管理者】 （単位：千円）

令和６年度 令和５年度 令和４年度

〔予算〕 〔決算〕 〔決算〕

0 0 0 0

5,133 3,234 7,182 5,208

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5,133 3,234 7,182 5,208

2,647 2,200 3,192 2,696

1,818 86 3,454 1,770

584 246 338 292

5,049 2,532 6,984 4,758

0 0 0 0

84 702 46 374

5,133 3,234 7,030 5,132

0 0 152 76

収
入

 施設使用料

 行政財産目的外使用料

 手数料

 その他（雑入等）

　　　　　　　　　収入合計

区分 平均

　　　　　　　　　支出合計

収支差額

区分 平均

収
入

 利用料金

 指定管理料

 補助金等

 自主事業収入からの繰入金

支
出

 委託経費

 管理運営委託料

 指定管理料

 補助金等

小計

 直接経費

 維持管理費

 その他

小計

 その他（雑入等）

　　　　　　　　　収入合計

 光熱水費

収支差額

支
出

　　　　　　　　　支出合計

 管理運営費

 人件費

 施設維持管理経費

 事務費等

小計

 事業費

 その他



５　建物に関する調査結果

６ 今後の方針

③

　

 耐震診断 済み

 耐震工事 済み

 未了の場合の工事予定時期

耐震化

① 施設必要性の有無及びその理由

必要性あり

高齢化が進む地域において、高齢者の健康維持や気軽
に集い交流をする場として必要である。

 実施状況 劣化度調査

 指摘の有無 指摘あり

 指摘がある場合の
 主な内容

建築の重要部位・その他部位、機械設備のその他設備
に修繕が必要な劣化が見られる。（対応済）

劣化度調査・
建築基準法第１２
条点検

②
必要性ありの施設の管理運営方法
及びその理由

指定管理者

現在、指定管理で支障なく運営しており、今後も指定
管理が妥当と考える。

指定管理者とする場合の選定方法 公募

④
指定管理期間
（直営の場合は次期点検までの期間）

令和８年４月１日～令和１３年３月３１日

（指定管理期間：５年）

 非公募の場合

 非公募とする理由

 根拠規定

 指定管理者の候補者名


